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Information ～お知らせ～

広報ふじおか　平成30年９月１日号広報ふじおか　平成30年９月１日号

イ
ベ
ン
ト

図
書
館
情
報

健
康
福
祉

そ
の
他

講
座
・
教
室

募　

集

ス
ポ
ー
ツ

　

９
月
10
日
の「
世
界
自
殺
予
防

デ
ー
」に
ち
な
み
、
毎
年
９
月
10

日
〜
16
日
は
自
殺
予
防
週
間
で
す
。

　

現
代
社
会
で
は
、
誰
も
が
心
の

健
康
を
損
な
う
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
市
で
は
随
時
相
談
を
受
け
付

け
て
い
る
の
で
、
一
人
で
悩
み
を

抱
え
込
ま
ず
、
誰
か
に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

市
以
外
の
主
な
相
談
窓
口

上
の
年
次
有
給
休
暇
が
付
与
さ
れ

る
全
て
の
労
働
者
に
対
し
、
毎
年

５
日
、
時
季
を
指
定
し
て
有
給
休

暇
を
与
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
③

正
規
雇
用
労
働
者
と
非
正
規
雇
用

労
働
者
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
差

の
禁
止
＝
同
一
企
業
内
に
お
い
て
、

基
本
給
や
賞
与
な
ど
の
個
々
の
待

遇
ご
と
に
不
合
理
な
待
遇
差
が
禁

止
さ
れ
ま
す

問
い
合
わ
せ　

県
働
き
方
改
革
推

進
支
援
セ
ン
タ
ー（
県
社
会
保
険

労
務
士
会
内
☎
０
１
２
０
・
４
８

６
・
４
５
０
）

　

不
動
産
の
所
有
者
が
死
亡
し
た

場
合
に
行
う
相
続
登
記（
所
有
権

の
移
転
手
続
き
）に
は
、
登
録
免

許
税（
登
記
申
請
に
対
し
て
課
さ

れ
る
税
）が
、
不
動
産
価
格
の
0.4
％

課
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
本
年
度

の
税
制
改
正
に
よ
り
、
次
の
よ
う

な
場
合
に
は
登
録
免
許
税
が
免
税

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

内
容　

個
人
が
相
続（
相
続
人
に

対
す
る
遺
贈
を
含
む
）に
よ
り
土

地
の
所
有
権
を
取
得
し
た
と
き
、

そ
の
個
人
が
相
続
に
よ
る
土
地
所

有
権
の
移
転
登
記
を
受
け
る
前
に

う
▽
そ
の
他
、
し
っ
か
り
と
し
つ

け
を
し
、
近
隣
の
人
の
迷
惑
と
な

ら
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う

猫
の
飼
い
方

留
意
事
項　

▽
他
の
猫
と
の
け
ん

か
・
交
通
事
故
な
ど
に
巻
き
込
ま

れ
た
り
、
ノ
ミ
や
マ
ダ
ニ
を
家
に

持
ち
込
ん
だ
り
し
な
い
よ
う
、
屋

内
で
の
飼
育
を
推
奨
し
ま
す
▽
屋

外
で
飼
っ
て
い
る
猫
に
よ
る
鳴
き

声
や
ふ
ん
尿
の
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生

し
て
い
ま
す
。
し
っ
か
り
し
つ
け

を
し
ま
し
ょ
う
▽
猫
の
繁
殖
力
は

非
常
に
旺
盛
な
た
め
、
飼
い
猫
の

避
妊
・
去
勢
手
術
を
し
ま
し
ょ
う

そ
の
他　

野
良
猫
へ
の
無
責
任
な

餌
や
り
は
、
い
た
ず
ら
に
猫
の
繁

殖
を
助
長
し
、
不
幸
な
猫
を
増
や

す
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
や
め
ま

し
ょ
う

問
い
合
わ
せ　

環
境
課（
☎
40
２

２
６
４
）

　

チ
ノ
ー
内
の
ビ
オ
ト
ー
プ
フ
ォ

レ
ス
ト（
自
然
と
触
れ
合
え
る
空

間
）が
、
環
境
教
育
に
お
け
る
体

験
の
機
会
の
場
と
し
て
、
県
が
初

め
て
認
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
認
定
式
と
同
時
に
ビ
オ
ト
ー

プ
内
が
一
般
公
開
さ
れ
る
の
で
見

学
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時　

９
月
13
日
㈭
午
前
10
時
〜

会
場　

㈱
チ
ノ
ー
藤
岡
営
業
所

問
い
合
わ
せ　
県
環
境
政
策
課（
☎

０
２
７
・
２
２
６
・
２
８
２
１
）

　

10
月
は
土
地
月
間
で
す
。
土
地

は
私
た
ち
に
と
っ
て
貴
重
な
資
源

で
あ
り
、
日
常
生
活
や
経
済
活
動

に
欠
か
せ
な
い
基
盤
で
す
。
土
地

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
た
め

の
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

10
月
４
日
㈭
午
前
10
時
〜

午
後
３
時

会
場　

市
役
所
第
１
会
議
室

内
容　

不
動
産
鑑
定
士
が
土
地
・

建
物
価
格
や
地
代
、
家
賃
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す

問
い
合
わ
せ　
県
地
域
政
策
課（
☎

０
２
７
・
２
２
６
・
２
３
６
６
）・

県
不
動
産
鑑
定
士
協
会（
☎
０
２

７
・
２
４
３
・
３
０
７
７
）・
都

市
計
画
課（
☎
40
２
８
２
４
）

　

一
定
面
積
以
上
の
土
地
取
引
を

行
っ
た
場
合
、
買
い
主
は
市
町
村

を
経
由
し
て
県
知
事
宛
て
に
届
け

出
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
忘

れ
ず
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
が
必
要
な
面
積　

▽
市
街

化
区
域
内
＝
２
０
０
０
㎡
以
上
▽

市
街
化
区
域
以
外
の
都
市
計
画
区

域
内
＝
５
０
０
０
㎡
以
上
▽
都
市

計
画
区
域
外
＝
１
万
㎡
以
上

届
け
出
期
間　

売
買
契
約
を
締
結

し
た
日
か
ら
起
算
し
て
14
日
以
内

届
け
出
先　

市
都
市
計
画
課

問
い
合
わ
せ　
県
地
域
政
策
課（
☎

０
２
７
・
２
２
６
・
２
３
６
６
）・

都
市
計
画
課（
☎
40
２
８
２
４
）

　

２
０
１
９
年
４
月
１
日
か
ら
働

き
方
改
革
関
連
法
が
順
次
施
行
さ

れ
ま
す
。

内
容　

①
時
間
外
労
働
の
上
限
規

制
導
入
＝
時
間
外
労
働
の
上
限
は
、

月
45
時
間
・
年
３
６
０
時
間
を
原

則
と
し
ま
す
②
年
次
有
給
休
暇
の

確
実
な
取
得
＝
使
用
者
は
10
日
以

　

弁
護
士
や
司
法
書
士
に
よ
る
債

務
整
理
相
談
、
多
重
債
務
者
支
援

団
体
に
よ
る
生
活
の
建
て
直
し
相

談
、
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
を
面
接

に
よ
り
行
い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

日
時　

10
月
３
日
㈬
午
後
６
時
〜

７
時
30
分（
要
予
約
）

会
場　

市
役
所
第
１
会
議
室

定
員　

12
人（
先
着
順
）

相
談
料　

無
料

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

市
消

費
生
活
セ
ン
タ
ー（
☎
⑳
１
１
３

３
）

　

一
緒
に
詩
吟
を
や
っ
て
み
ま
せ

ん
か
。

日
時　

10
月
９
日
・
16
日
・
23
日

の
火
曜
日
、
午
後
２
時
〜
３
時
30
分

会
場　

藤
岡
公
民
館

参
加
料　

無
料

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　

上
武

吟
魂
会
秋
山
さ
ん（
☎
㉓
０
６
５

２
）

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課（
☎
40
２

３
８
４
）

　

近
年
犬
や
猫
に
関
す
る
相
談
が

増
え
て
き
て
い
ま
す
。
犬
や
猫
を

飼
う
場
合
は
次
の
こ
と
に
留
意
し

し
ま
し
ょ
う
。

犬
の
飼
い
方

留
意
事
項　

▽
犬
の
登
録
と
狂
犬

病
予
防
注
射
は
法
律
で
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
犬
を
飼
い
始
め

る
際
は
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射

を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
▽
犬
の
放

し
飼
い
は
県
条
例
で
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
。
必
ず
リ
ー
ド
な
ど
に
つ

な
ぎ
ま
し
ょ
う
▽
犬
の
ふ
ん
尿
は

飼
い
主
が
責
任
を
持
っ
て
処
理
し

て
く
だ
さ
い
▽
犬
に
ス
ト
レ
ス
が

た
ま
ら
な
い
よ
う
、
１
日
１
回
は

一
定
の
時
間
散
歩
を
さ
せ
ま
し
ょ

死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
個
人
を
土

地
の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
と
す

る
た
め
に
受
け
る
登
記
に
対
し
て

は
、
登
録
免
許
税
を
免
税

免
税
期
間　

４
月
１
日
〜
平
成
33

年
３
月
31
日

問
い
合
わ
せ　

前
橋
地
方
法
務
局

（
☎
０
２
７
・
２
２
１
・
４
４
２

８
）

　

犯
罪
者
や
非
行
少
年
に
対
す
る

理
解
を
深
め
、
改
善
更
生
お
よ
び

円
滑
な
社
会
復
帰
を
推
進
す
る
た

め
の
矯
正
展
を
開
催
し
ま
す
。

日
時　

10
月
13
日
㈯
午
前
９
時
〜

午
後
３
時

会
場　
前
橋
刑
務
所（
前
橋
市
南
町
）

内
容　

▽
矯
正
施
設
の
現
状
を
紹

介
す
る
写
真
パ
ネ
ル
な
ど
の
展
示

▽
所
内
見
学
▽
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

に
よ
る
性
格
診
断
▽
県
更
生
保
護

女
性
会
に
よ
る
バ
ザ
ー
▽
刑
務
所

作
業
製
品
な
ど
の
展
示
即
売
会
▽

ち
び
っ
こ
刑
務
官
撮
影
会（
子
ど

も
サ
イ
ズ
刑
務
官
制
服
着
用
に
よ

る
記
念
撮
影
）▽
マ
ー
チ
ン
グ
バ

ン
ド
演
奏
会

入
場
料　

無
料

問
い
合
わ
せ　

前
橋
刑
務
所（
☎

０
２
７
・
２
２
３
・
３
０
２
４
）

不動産合同公売のお知らせ

　市税の滞納処分として差し押さえた不動産（土地・
建物）を入札によって公売します。今回の合同公売
は、本市と高崎市、安中市、富岡行政県税事務所
との合同で実施します。本市以外の物件について
は、各執行機関に問い合わてせください。

日時　11月21日㈬午後１時受け付け開始
会場　高崎市役所
持ってくる物　公売保証金・印鑑・委任状・身分
証明書など
その他　詳細は、公売広報・市ホームページで確
認してください。公売は直前で中止する場合があ
ります。

問い合わせ　納税相談課（☎402831）

藤岡市の物件

所在 内容 面積 最低入札
価格

公売
保証金

物
件
１

東平井
土地１筆
住宅１棟

803㎡
115.5㎡

180万円 18万円

物
件
２

下大塚 土地１筆 485㎡ 18万円 ２万円

物
件
３

下戸塚 土地２筆 571㎡ 110万円 11万円

犬
・
猫
の
適
正
飼
養
の
お
願
い

自
殺
予
防
週
間

初
心
者
詩
吟
体
験
教
室

前
橋
矯
正
展

多
重
債
務
者
無
料
相
談
会

土
地
価
格
無
料
相
談
会

土
地
の
相
続
登
記

登
録
免
許
税
の
免
税
措
置

チ
ノ
ー
ビ
オ
ト
ー
プ
フ
ォ
レ
ス
ト

認
定
式
・
自
然
観
察
会

大
規
模
な
土
地
取
引
に
は

届
け
出
を

事
業
主
の
皆
様
へ

「
働
き
方
」が
変
わ
り
ま
す

そ
の
他

市
民
投
稿

※
公
の
業
務
と
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん

　

掲
載
希
望
者
は
広
報
広
聴
係
へ

相談窓口 開設時間

こころの健康相談（☎0570・064・556）【月～金】午前９時～午後10時（年末年始・祝日を除く）

県こころの健康センター（☎027・263・1156）【月～金】午前９時～午後５時（年末年始・祝日を除く）

藤岡保健福祉事務所（☎㉒1420） 【月～金】午前８時30分～午後５時15分
（年末・祝日を除く）

群馬いのちの電話（☎027・221・0783）【毎日】午前９時～午前０時【第２・４金】午前９時～翌午前９時
自殺予防「いのちの電話」（☎0120・738・556）【毎月10日】午前８時～翌午前８時


